
東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

１．要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施

資料2-2
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滋賀県 流域政策局

【近江八幡市】
令和元年時に、計画作成が必要な施設を庁内関係課との会議で事前に抽出し

た。計画作成・訓練の実施依頼は、概ね半年ごと（4月・9月）に各施設へ依頼文
書を出すことで対応している。

当初は計画作成が特に必要と考えられる施設を抽出したことから、避難や計
画作成に関する意識が高い施設が多く、避難計画の作成、避難訓練の実施に関
して協力的であったため、ほとんどの施設からすぐに避難確保計画を提出いた
だけた。

現在、対象とする施設を随時見直し、追加しており、対象施設の増加に伴い計
画作成・訓練実施をいただけない施設が増えることが予想される。その際には、
依頼文書の発出だけでなく、施設への訪問が必要と考えている。

【東近江市】
診療所や歯科については、保健医療機関として認可された段階で、通所リハ

ビリテーションの介護保険事業所としても指定があったものとみなされる「みな
し指定※3」と受けることとなる。診療所や歯科に通所リハビリテーション事業所
の指定を受けているとの認識がない場合、避難計画の作成に結びつきにくい。

【日野町】
避難確保計画に関するノウハウが不足しているため、施設に対して具体的な

指導をすることが難しい。

【竜王町】
要配慮者利用施設の中でも、入院施設がない病院やデイサービスなどの施設

については、日中の利用者の動きについて、避難確保計画を作成いただくこと
となる。

しかし、水害時には警報発令段階等で事前に閉所される想定のところも多く、
「閉所する」という形の計画となりうるところもあり、計画を策定するほどでは
ないと思われてしまう場合もある（来院者、通所者などには帰宅してもらう対応
であり、避難誘導などは伴わないという考え）。

同様に、避難訓練の実施についても、施設を閉所する場合は実態とそぐわな
いことから、避難訓練を実施されない場合もある。今後、そのような施設に対し
て、避難計画の作成意義を理解してもらうとともに、実効的な避難計画を実施
してもらえるよう働きかけが必要と考える。

取組項目 実施時期 取組機関

・対象となる全要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、更新
および避難訓練の実施を支援し、毎年協議会の場で状況を確認する

引き続き
実施

2市2町
滋賀県

※１ 市町防災会議は、要配慮者利用施設でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅
速な避難の確保を図る必要があると認められるものを市町村地域防災計画に
おいて当該洪水浸水想定区域ごとに定めている。

※２ 近江八幡市は、浸水深0.5ｍ未満かつ土地または建物の嵩上げ、施設2階の
有無、台風・水害の恐れがある場合の事業所の臨時的な閉鎖、その他の理由な
どから、避難確保計画（避難誘導マニュアル）の作成を急がない施設を設定して
いる。なお、東近江市および竜王町は、浸水リスクがある全施設を対象としてい
る。

※３ 介護保険法第71条第１項に、病院等について、健康保険法第63条第３項第１
号の規定による保険医療機関の指定があった時は、当該病院等の開設者につ
いて、当該病院等により行われる居宅サービスに係る介護保険法第41条第１項
本文の指定があったものとみなす規定がある。（参考資料３参照）

⇒保険医療機関として、厚生労働大臣から認可を受けている病院等は、居宅
サービス（通所リハビリテーション等）についても指定を受けているとみな
される。（いわゆる「みなし指定」）

市町名
地域防災計画

への位置づけ※１ 対象施設数※２ 計画提出済
施設数

避難訓練
実施状況

近江八幡市 令和2年3月 28（28）
28（27）
100％

23（23）

東近江市 令和5年5月 231（240）
186（192）

80.5％
157（155）

日野町 平成30年3月 2（2）
2（2）
100％

2（2）

竜王町 令和3年3月 29（27）
11（4）
37.9％

5（2）

①避難確保計画作成状況（令和６年３月31日時点） ※（ ）は、令和５年３月31日時点

・課題等



東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

・各市町における支援

【近江八幡市】
令和５年4月および9月に、対象施設へ避難訓練実施状況の照会通知を発送。
避難確保計画未作成事業所に対して、作成依頼の通知を発送。
現在、未作成の事業所に対して、説明および作成状況の確認を兼ねた施設への

訪問を実施しており、今後は作成いただいた計画の確認等を実施する予定。

・県庁内関係部局の連絡調整会議

日時：令和５年10月26日（木）
場所：危機管理センター
内容：避難確保計画の作成状況等を共有するとともに、各市町や施設への支援に

ついて検討。
⇒県所管施設の追加や廃止等の状況を確実に地域防災計画へ反映してい

ただけるよう、県所管施設のリストを作成し、情報提供することとした。
（令和６年２月６日 県防災危機管理局より、各市町の危機管理部局宛て

通知発出）

・水害・土砂災害リスクの高い要配慮者利用施設の調査

日時：令和５年11月22日（水）
内容：県防災危機管理局、砂防課、流域政策局が連名で、県内19市町に依頼文を

発出し、各市町から回答いただいた。
⇒避難確保計画が未作成の対象施設のうち、 特に水害・土砂災害リスクの

高い区域（浸水深3m以上の区域または土砂災害特別警戒区域）内にあ
る、優先して支援を行う必要のある施設を抽出した。〈参考資料４参照〉

②避難確保計画の作成支援

・災害救助市町担当者会議における情報提供

日時：令和５年７月３１日（月）
開催方法：WEB会議形式
参加者：各市町防災・福祉部局担当者

内容：
１．災害救助法の概要
２．備蓄物資・災害時応援協定について
３．個別避難計画作成（モデル事業）について
４．避難確保計画の作成について

国の動向や避難確保計画
の作成状況、実施してい
る取組などについて、防
災・福祉部局の担当者が
参加する会議にて共有

令和５年11月22日付け
事務連絡
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警戒レベル

関係機関気象情報・
河川情報等

行動内容等

3

２．多機関連携型タイムラインの拡充 滋賀県 流域政策局

防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有し
た上で、各機関が取り組む防災行動をまとめたタイムラインを策定し、
各地域において防災行動を迅速に実施する等、災害対応力の向上を
目指すものである。これにより、被害の最小化（被害規模の軽減、早期
の回復等）を図る。

多機関連携型タイムラインひな型

〇タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針の目的

〇令和５年度の取組状況

【〇〇市町】大規模水害対策タイムライン（多機関連携型）

〇タイムライン策定・活用時の課題等

【近江八幡市】
タイムラインに相当するものは既に作成済みで、目安として活用している。

現在のところ見直し等は検討していない。

【日野町】
風水害時においては、その時々の状況によって対応・体制を決定すること

が多く、タイムラインを活用できていないのが現状である。

取組項目 実施時期 取組機関

・「タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針」等に基づくタイムライ
ンを作成、更新および運用する

引き続き
実施

2市2町
滋賀県

【東近江市】
実際の災害対応では時系列どおりとはならない状況が発生するため、タイムライン

は、災害対応時における行動の目安とし、臨機応変な対応が重要と考えている。

【竜王町】
今後タイムラインの作成を進めていきたいと考えている。実効的なタイムラインが

作成できるよう検討する。

多機関連携型タイムライン
（「タイムライン（防災行動計画）
策定・活用指針」に基づくもの）

防災タイムライン

近江八幡市 × ○

東近江市 × ○

日野町 × ○

竜王町 × ×

県東近江土木事務所 △（R6年度以降精査予定） ○
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取組項目 実施時期 取組機関

・リスク情報の更新に応じて、水害危険性および土砂災害の危
険性について情報共有するとともに周知を行う

引き続き実施
２市２町
滋賀県

４．土砂災害リスクの現地表示

取組項目 実施時期 取組機関

・土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施する 引き続き実施 滋賀県

３．土砂災害リスク箇所の調査と区域の指定
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指定済みの土砂災害警戒区域等に対し、区域の見直し調査
（２巡目基礎調査）を実施。

また、２巡目基礎調査にあわせ、詳細な地形データを用い、新
たな危険箇所の抽出と調査を実施。

東近江圏域では、R5年度から詳細な地形データを用いた新
たなリスク箇所の抽出、地形改変や砂防施設整備により、見直
しが必要となる区域の抽出を実施しており、R6年度から抽出
された区域の詳細な調査を実施予定。

調査を実施した区域については、順次土砂災害警戒区域等
の指定を行う。

調査結果は随時滋賀県HPに掲載する。

R6年度からの設置を予定。
設置に先駆けR6年年度当初に各市町へ意向確認等実施予
定。

大型標識 （案） 電柱添架型標識（案）

滋賀県砂防課 （現流域政策局砂防室）

５．防災教育の促進

取組項目 実施時期 取組機関

・県内の小中学校を対象とした土砂災害防止に関する絵画作文
コンクールを実施する

引き続き実施 滋賀県

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

6月1日～9月15日の期間で「土砂災害防止に関する絵画・
作文コンクール」を実施した。小中あわせて26校から絵画計
73点、作文65点の応募があった。
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６．ダム等の洪水調節機能の向上・確保

取組項目 実施時期 取組機関

・ダム再生に向けた事業化の検討を行う。
運用面での治水効果向上、施設改築による治水効果向上

引き続き実施 滋賀県

計画規模を上回る洪水の発生時の、ダム下流沿川における洪水被害
の防止・軽減を図るため、令和２年５月29日に「淀川水系治水協定」
を締結し、ダムの事前放流の運用を開始しているが、沿川の中でも、
洪水が発生しやすい箇所のさらなる被害軽減のため、下流河川断面等
を考慮した流出解析により、日野川ダム基準降雨量の見直しを行った。
今年度の出水期から、この新基準で取り組む予定。

また、滋賀県土木防災情報システムに「ダム流入予測機能」および
「ダム放流通知機能」を追加した。今まで住民へ直接的に周知できて
いなかった、事前放流や緊急放流実施などのダム放流状況を、１つの
システム上で、事前に表示することにより、河川洪水、土砂災害とあ
わせて、一元的に状況を確認することが可能となった。沿川住民の迅
速な避難行動につながるよう令和５年度から運用を開始している。

〇既存ダムの洪水調節機能強化（事前放流）の運用

対象ダム名

事前放流 期別貯水位の設定 【参 考】
既存洪水
調節容量
(万㎥)

基準降雨量(mm/24h) 洪水調節
可能容量
(万㎥)

洪水調節
可能容量
(万㎥)

期 間

当初 変更案

土

木

余呉湖 251 165 440 － － 200

日野川 592 377 30 － － 92

石田川 285 260 127 － － 187

宇曽川 545 512 25 － － 235

青 土 654 538 250 － － 410

姉 川 815 431 180 － － 470

農

水

犬上川 385 ー 72.5 － － －

野洲川 654 538 52 656 9/18～10/15 －

永源寺 502 ー 50 747 9/1～10/15 －

蔵 王 592 377 3.5 213 9/5～10/15 －

滋賀県 流域政策局
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７．水害・土砂災害リスクの高い地区における取組の推進

取組項目 実施時期 取組機関

・特にリスクの高い地区では、水害・土砂災害に強い地域づくり
（そなえる対策）の取組を実施する

引き続き実施

近江八幡市
東近江市
竜王町
滋賀県

・特に水害リスクの高い地区では、水害に強い地域づくり（とど
める対策）の取組を実施する

引き続き実施

近江八幡市
東近江市
竜王町
滋賀県

①重点地区での取組について

「地先の安全度マップ」（200年に一度の雨）の場合に、3m以上浸水するおそれ
がある県内約50地区を重点地区とし、取組を進めている。
取組内容は、将来にわたって安全な地域を作るため「そなえる」対策と「とどめ
る」対策を両輪で進めている。
「そなえる」対策は、各地区の図上訓練、避難計画を検討及び避難訓練の実施。
「とどめる」対策は、2階に避難しても命に危険がある区域（3m以上浸水するお
それがある区域）を「浸水警戒区域」として指定することを目指し、安全な住ま
い方のルールを検討。

6滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく
浸水警戒区域の指定に係る重点地区の取組方針 令和3年3月

滋賀県 流域政策局
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②各地区の取組状況（そなえる対策、とどめる対策）

年度：最新の実施年度

－：地元協議等により不要、

取組以前に地元で実施済み

近江八幡市 東近江市 竜王町

下豊浦
弁天

下豊浦
北原

下豊浦
芦刈
新町

水茎
きぬがさ

城東
きぬがさ

中洲
きぬがさ

中央
葛巻 弓削

「そ
な
え
る
」対
策

出前講座等 Ｒ５ Ｒ５ Ｒ５ Ｒ１ Ｒ４ Ｈ28 Ｈ28 Ｈ22 Ｒ１

図上訓練等 Ｒ５ Ｒ５ Ｈ28 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ23 Ｒ１

まちあるき Ｈ29 Ｈ29 Ｈ29 Ｈ24

防災マップの作成・更新 Ｈ30 Ｒ５ Ｈ30 Ｒ３

避難計画の検討 Ｒ１ Ｒ１ Ｒ１ Ｈ26 Ｒ５

簡易量水標の設置 － － － Ｒ２

既存避難所の適格審査 － Ｒ５ － － － － －

避難訓練 Ｒ２ Ｒ５ Ｒ５

まるまち看板
（水害・土砂災害）

Ｈ31 Ｈ31 Ｈ31 Ｈ25

「
と
ど
め
る
」

対
策

浸水警戒区域（素案）作成 Ｒ３ Ｒ３ Ｒ３ Ｈ29 Ｈ29 Ｈ29 Ｒ２ Ｒ２

浸水警戒区域の検討 Ｈ29 Ｈ29 Ｈ29 Ｒ２ Ｒ２

浸水警戒区域の指定 Ｒ２ Ｒ２ Ｒ２ Ｒ３

避難計画の確認 Ｒ２ Ｒ４ Ｒ４ Ｒ５

水害に備えた取組支援 Ｒ５ Ｒ５ Ｒ５ Ｒ５

③県内の浸水警戒区域の指定状況

滋賀県 流域政策局
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市町 地区名 市町 地区名 市町 地区名

大津市 大石富川 長浜市 西浅井町余 木之本町川合 甲賀市 信楽町黄瀬

東近江市 きぬがさ町
(3地区)

余呉町菅並 木之本町古橋 信楽町勅旨

葛巻町 余呉町上丹生 木之本町石道 信楽町牧

米原市 村居田 余呉町下丹生 信楽町江田

醒井 木之本町大見 信楽町神山 （計20地区）
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重点地区位置図

芦刈新町

北原

弁天

■北原地区での取組状況
R05.07.02 出前講座

・取組説明、防災情報取得方法の確認

R05.09.24 図上訓練

R05.12.11 役員協議
・訓練結果の報告、今後の取組の協議

課題
・地区から市の指定避難所まで距離があり、自家用
車を持たない住民は避難所まで移動するのが困難。

図上訓練の実施状況

滋賀県 流域政策局
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■弁天地区での取組状況

R05.07.22 出前講座（１回目）
・取組説明、防災情報取得方法の確認

R05.10.28 出前講座（２回目）
・取組説明、防災情報取得方法の確認

R06.02.04 図上訓練

課題
・地区から市の指定避難所まで距離があり、自家用車を

持たない住民は避難所まで移動するのが困難。

■芦刈新町地区での取組状況

R05.09.24 出前講座
・防災情報取得方法の確認
・取組の提案

図上訓練の実施状況

取組項目 実施時期 取組機関

・特にリスクの高い地区では、水害・土砂災害に強い地域づくり（そなえる対策）の取組を実施する 引き続き実施 近江八幡市、東近江市、竜王町、滋賀県

・特に水害リスクの高い地区では、水害に強い地域づくり（とどめる対策）の取組を実施する 引き続き実施 長浜市・米原市・滋賀県

出前講座の実施状況



東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

重点地区位置図

きぬがさ中洲
■きぬがさ町城東地区での取組状況

R05.05.27 自治会防災部会役員との協議

滋賀県 流域政策局

9

■葛巻町での取組状況

R05.10.15 地区の避難訓練に同席
・デイサービス施設事業者と連携した訓練を実施

R06.02.17 防災部会に同席
・10月の避難訓練の振返り
・意見交換

R06.02.19 水害・土砂災害に強い地域づくり住民交流会

取組項目 実施時期 取組機関

・特にリスクの高い地区では、水害・土砂災害に強い地域づくり（そなえる対策）の取組を実施する 引き続き実施 近江八幡市、東近江市、竜王町、滋賀県

・特に水害リスクの高い地区では、水害に強い地域づくり（とどめる対策）の取組を実施する 引き続き実施 長浜市・米原市・滋賀県

きぬがさ中央

きぬがさ城東

■きぬがさ町中洲地区での取組状況

R06.01.17 おたすけマップの更新
・過年度に作成した、地域内の要支援者および支援者を

整理した「おたすけマップ」の内容を更新

R06.02.19 水害・土砂災害に強い地域づくり住民交流会

葛巻

弓削

重点地区位置図

■弓削での取組状況

R05.07.21 自治会長、副自治会長との協議
・これまでの取組の振返り、R５年度の取組提案
・防災情報の確認

R05.09.03 出前講座の実施
・防災情報の確認
・タイムライン（更新版）の配布

R06.02.19 水害・土砂災害に強い地域づくり住民交流会 出前講座の実施状況

避難訓練の実施状況



東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

件名 目的 日時・場所 出席者 議事

令和５年度
第1回

調整会議

年度初めの顔合せを行うとともに、
防災情報を共有する。

令和５年５月17日
10:00～11:00
WEB会議形式

【市町】
彦根市、東近江市、愛荘町
【滋賀県】
耕地課、永源寺ダム管理支所、
流域治水政策室、東近江土木事務所、湖東
土木事務所

①昨年度WGの振り返り
②永源寺ダムの概要について
③愛知川情報伝達活用資料について
④愛知川の維持管理について（情報提供）
⑤その他意見交換

取組項目 実施時期 取組機関

・愛知川における避難情報の発令に関する情報共有を実施する 引き続き実施
東近江市
滋賀県

８．水害・土砂災害危険性の周知

10

（１）愛知川沿川防災情報WGの設置目的

（３）令和５年度 愛知川沿川防災情報WGの概要

愛知川と流域市町の位置関係

（２）令和５年度 愛知川沿川防災情報WGの実施
令和５年度は、年度初めに顔合せ、防災情報の共有を図るため、調整会議を

WEB会議形式にて実施した。

調整会議では、永源寺ダムの概要や愛知川情報伝達活用資料、愛知川の維持管
理についての情報共有および意見交換を行った。

永源寺ダムの概要（資料２抜粋）

滋賀県 流域政策局

愛知川については東近江圏域と湖東圏域の境を流れており、大雨の時の避難勧
告等の発令について左岸右岸の市町で発令タイミングに差があったこと、また上
流に永源寺ダムを抱えていることから、これらに関する情報を沿川の３市町（東近
江市、彦根市、愛荘町）で共有したいとの声があり、平成２７年度に設立した圏域を
超えたＷＧである。

また、当WGは、それぞれが主体となって実施するWGであり、下記のタイミング
で実施することとしている。

・顔合せ、防災情報の共有を図るため、毎年度初めに開催
・協議したいこと、情報共有したいこと等が出てきた際に開催

意見交換の中で、「大雨時に愛知川沿川で浸水が発生した場合に、発生地点の
情報などを関係機関でスムーズに共有するために活用できるような資料の作成」
が提案された。

⇒愛知川情報伝達活用資料を作成。
WGで共有。

地先の安全度マップの浸水深や破堤
点、距離標などを地図上に表示。

また、ゼンリン住宅地図と連動して確
認できるよう、ゼンリン住宅地図の図
郭を表示。

愛知川情報伝達活用資料



東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

９．減災・防災に関する取組および支援

取組項目 実施時期 取組機関

・三明川流域における浸水対策についての情報共有を実施する 順次実施
近江八幡市

滋賀県
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滋賀県 流域政策局

（２）令和５年度 三明川流域浸水対策情報WGの実施状況

（１）三明川流域浸水対策情報WGの設置目的

市街地で浸水被害が生じている近江八幡市内を流れる三明川の流域において、関

係者が連携しながら浸水対策に取り組むため、東近江圏域水害・土砂災害に強い地域

づくり協議会の取組方針に情報共有の実施を新規追加したことを受け、設置したＷＧ

である。

令和５年５月30日

第２回調整会議を開催し、各所属における取組を共有した。

（出席者：近江八幡市危機管理課、上下水道施設課、市庁舎整備推進室、土木課、

国・県事業推進室、滋賀県下水道課、教育委員会事務局教育総務課、八幡商業高校、

東近江土木事務所、流域政策局）

第２回調整会議で報告された各所属による取組内容

三明川河川改良工事
（滋賀県東近江土木事務所）

八幡商業高校第１、第２グラウンド
土砂遮蔽用土のう設置

（滋賀県教育委員会、八幡商業高校）

雨水事業計画変更等業務委託
桜宮町雨水貯留施設測量設計業務委託

（近江八幡市上下水道施設課）

三明川位置図
三明川浚渫工事

（滋賀県東近江土木事務所）



東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

10．防災施設の整備等

資料3東近江圏域の取組方針に基づく202３年度の取組報告

実施箇所 位置図

白王地区

補償調査 一式
崩壊土砂防護柵工 191m

補償調査 一式

鳴谷川支流

愛東外地区

吹付法枠工 A=1,540m2

広谷川

渓流保全工 145m

千手川

砂防堰堤改築工 1基

掘削工 V=85,000m3
護岸工 A=9,350m2
橋脚補強工 一式
補償調査 一式
河川整備計画変更資料作成

日野川

詳細設計 一式
崩壊土砂防護柵工 30m

沖島２地区 ドレーン工 L=70m

愛知川

大同川

護岸詳細設計 1式

東近江市今町

東近江市新宮町

川表遮水法覆工 L=50m

日野川

竜王町西川

竜王町須恵

川表遮水法覆工 L=100m

祖父川

橋台工 2基
橋梁詳細設計 一式
用地測量 一式

蛇砂川

護岸工 A=358m2

八日市新川

東近江市東沖野四丁目

近江八幡市西生来町

近江八幡市沖島町

近江八幡市白王町

東近江市上平木町

竜王町小口他

東近江市愛東外町

文化財調査 一式
仮設道路工 一式

堂川

近江八幡市島町

取組項目 実施時期 取組機関

・「滋賀県河川整備５ヶ年計画（平成31年3月）東近江土木事
務所管内（別紙1）」により河川改修を実施する 引き続き実施 滋賀県

・東近江土木事務所管内維持管理計画に基づく維持管理を実
施する 引き続き実施 滋賀県

・破堤した場合に人命、資産に被害をもたらす可能性のある
河川をＴランク河川と位置づけ、堤防強化対策を実施する

引き続き実施 滋賀県

・砂防事業実施箇所位置図（別紙2）の土砂災害防止施設の整
備を実施する

引き続き実施 滋賀県

2024年度も継続実施

下駒月2号地区

日野町下駒月

前川支流

長命寺川支流

地質調査 一式
砂防堰堤詳細設計 一式
用地測量 一式
補償調査 一式

近江八幡市中之庄町

竜王町山面

愛知川

ﾌﾞﾛｯｸ積工 A=130m2

東近江市福堂町

日野川

川表遮水法覆工 L=50m

近江八幡市東横関町ほか

待受擁壁工 1式

路線測量 一式
地質調査 一式
詳細設計 一式

東近江市小倉町

佐久良川

護岸工 L=80m

日野町杣

注※ 施工中のものを含むため、施工延長等は変更となる場合があります

山上地区

仮設道路工 一式

近江八幡市池田本町他日野川

八日市新川蛇砂川

滋賀県 東近江土木事務所

12



東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

取組項目 実施時期 取組機関

・氾濫する恐れのある地域等において洪水時の避難情報の発令
判断等に活用する簡易水位計・量水標・簡易量水標を設置し、
観測・情報共有する

引き続き実施
２市２町
滋賀県

13

滋賀県 東近江土木事務所

出雲川 大正橋CCTV付近

野川 日野町大字中在寺

11．円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する取組

＜R5年度設置＞

R6年度の候補地

・野川 （日野町大字中在寺）

大洞川 国道８号 交差付近 出雲川 大正橋CCTV付近

大洞川 国道８号 交差付近

＜R5年度設置＞



東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

12．円滑かつ迅速な避難のための取組

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

取組項目 実施時期 取組機関

・防災に関する出前講座の取組を実施する 引き続き実施
２市２町
滋賀県

14

取組内容：マイ・タイムライン作成ツールを活用した出前講座の実施

令和５年度は、日本防災士会滋賀県支部に講座の募集・開催を委託
東近江圏域では、小学校1校、高校１校にて実施

今後の取組：
引き続き、出前講座等を実施し、マ

イ・タイムラインの普及啓発を行う。

また、学校の年間事業計画に組み
込んで頂けるよう、教育委員会と連
携し、授業計画のひな型を作成する
とともに、教員向けの研修会を行う

HPから
ダウンロード可

滋賀県 防災危機管理局
13．被害軽減のための取組

水防体制に関する事項

取組項目 実施時期 取組機関

・自主防災組織の体制づくりを支援する
（組織の育成や立上げサポート等）

引き続き実施 2市2町

取組内容：①地区防災計画策定支援

自治会等における地区防災計画策定にあたり、指導や助言、地域防災活動に
かかる支援を行うアドバイザーを派遣する「地区防災計画策定アドバイザー」制
度を構築。

令和4・５年度でアドバイザー育成研修会を実施。研修を修了された方のうち
45名が登録(令和６年３月末時点)。

今後の取組：
市町からの要請に応じて、地区防災計画策定アドバイザーを派遣し、計画策定
の支援を行う。

取組内容：②個別避難計画策定支援

令和3年5月の災害対策基本法改正により、個別避難計画の作成が市町村の
努力義務になった。県では、個別避難計画作成のための防災と保健・福祉の連
携モデル『滋賀モデル』を構築。

令和５年度は、地域や当事者、福祉専門職をつなぐインクルージョン・マネー
ジャー研修会を開催した。また、個別避難計画作成推進を目的とした福祉専門
職等向けの研修動画を作成した。

今後の取組：
引き続き、インクルージョンマネージャー養成研修会の実施や、福祉専門職等
関係団体へ個別避難計画作成の参画および理解促進を行う。

研修動画（一部抜粋）
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近江八幡市

取組項目 実施時期 取組機関

・自主防災組織の体制づくりを支援する
（組織の育成や立上げサポート等）

引き続き実施 ２市２町

（２）被害軽減の取組

①水防体制の強化に関する事項

取組内容：出前講座

14．各機関の取組報告

目 的：防災に関する理解と関心を深め、防災意識の高揚と地域防災力の向上
をめざし、自主防災組織未設置自治会や要請のあった自治会・学区等で出前講
座を実施した。

内 容：2023年度は計11回実施し、2021年4月に全戸配布した水害ハザー
ドマップの見かたや、防災に対する心構えや地域に即した避難場所について、
備蓄食料について、高齢者の避難と周りの役割など、多岐にわたる分野につ
いて出前講座を行った。

自主防災組織の組織率（2024年３月末現在）
202３年度 146／170自治会【8５.９％】

＜前年度 146／169自治会＞
※今年度から1自治会が新たに結成された。

また、１自治会について自警団としては活動されているが、自主防災組織
としては内容見直しのため、活動を休止されているため。

取組内容：子ども防災塾事業

目 的：子どもたちが「自分の命は自分で守る」という気持ちを持つきっかけ
としてくれること、また将来、防災リーダーとして地域で活躍してくれること
を目的として実施。（学区コミセンへの委託事業）令和５年度は北里学区が対
象であり、委託事業により学区まちづくり協議会が開催。

内 容：
2023年10月22日（日）北里学区「子ども防災塾」参加者20名

防災資機材を活用した避難所設営体験。ハイゼックスを使用した炊き出し訓
練、エアーテント体験や防災グッズ説明、新聞スリッパ作りや応急手当・搬送訓
練、心肺蘇生やAED訓練など2班に分かれ体験する。

北里学区「子ども防災塾」の様子

15
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14．各機関の取組報告

東近江市

取組項目 実施時期 取組機関

・防災に関する出前講座の取組を実施する 順次実施
２市２町
滋賀県

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

〇出前講座の実施

市が行う防災対策の説明や、各個人・家庭でできる防災対策の解説等を
行い、防災に対する理解と関心を深め、防災意識の高揚と地域の防災力
向上を図ることを目的としています。
2023年度（１月末時点）は自治会や小学校、まちづくり協議会など
計3１団体に向けて実施しました。

〇講座内容

市内で想定される災害や家庭の防災対策、防災マップを用いた「我が家の 防
災計画」（マイ・タイムライン）、DIG（災害図上訓練）の実施など

防災マップを用いた我が家の防災計画づくり

DIG（災害図上訓練）

ワンタッチパーテーション及び簡易ベッドの設置体験
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東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

日野町

取組項目 実施時期 取組機関

・防災に関する出前講座の取組を実施する 順次実施
２市２町
滋賀県

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

取組内容：日野町防災士連絡会による小学校での防災学習・避難訓練

（２）円滑かつ迅速な避難のため取組

取組内容：日野町防災士連絡会による自治会等への防災学習

目 的：防災意識の啓発
内 容：自治会や婦人会などの団体に対して、防災ブレスレッドの作成やHUG
などを通して、発災後の課題や災害への備えについて考えていただいいた。そ
の他にも、風水害・地震に対する事前の備えについての講義実施した。

取組項目 実施時期 取組機関

・防災に関する出前講座の取組を実施する。 引き続き実施
２市２町
滋賀県

14．各機関の取組報告

目 的：将来世代の地区防災力の向上
内 容：平成27年度から毎年実施。避難訓練を実施後、消防本部にもご協
力いただき、地震について体験学習をされた。その他にも、「防災紙芝居・
防災かるた・新聞紙スリッパの作成・防災食の調理など」を通じて、平時か
らの防災対策の重要性や災害時の行動等について学習した。

地震体験 防災カルタ HUG 防災ブレスレッド作成

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
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東近江圏域の取組方針に基づく2023年度の取組報告

竜王町

取組項目 実施時期 取組機関

・氾濫するおそれのある地域等において洪水時の避難
勧告等の発令判断に活用する簡易水位計・量水標を
設置、観測し、情報共有する。

順次実施
２市２町
滋賀県

（１）円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する取組

円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する取組

取組内容：小型ＩＯＴ水位センサーを町内の中小河川９箇所を設置し活用

目 的：水位センサーおよびWebアプリを活用し、河川の水位状況をリアルタイム・
リモートで把握することにより、情報収集の迅速化による適切な避難情報の
発令、浸水被害の軽減、水位データの利活用、災害時パトロールの軽減による
災害対応リソースの確保を目的とする。

内 容：令和４年度に町内の中小河川９箇所に水位センサー（超音波式）を設置・Webアプリ
の構築を行った。令和５年度では実際に台風第２号（梅雨前線による大雨）の際に活
用した。リアルタイムに内水の水位を監視することができ、非常に有用であった。

○今後の取組

水位のデータが蓄積できることから、雨量と水位の相関関係の統計を取る中で
精度の高い避難判断の目安の設定を行うこととしたい。

設置状況 中津井川 弓削（下別当橋）

Ｗｅｂアプリ画面

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

取組項目 実施時期 取組機関

・防災に関する補助教材を活用した小中学校と連携し
た防災に関する出前講座の取組を実施する。

引き続き実施
２市２町
滋賀県

取組内容：竜王中学１年生の「地域・未来創造学習」における防災講座
新村自治会（老人会）を対象として防災出前講座を実施

目 的：町の災害リスクを知るとともに、災害への備え等の必要について
理解を深める。

内 容：開催日／令和５年１１月１０日（金）午後２時～午後３時半
講 義／「竜王町のまちづくり（安全・安心）」について
実科等／防災資機材、防災行政無線親局、備蓄倉庫等の見学

↑竜王中学校防災講座

↓自治会防災講座

14．各機関の取組報告
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